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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第11期

第１四半期累計
（会計）期間

第12期
第１四半期累計
（会計）期間

第11期

会計期間

自平成22年
１月１日
至平成22年
３月31日

自平成23年
１月１日
至平成23年
３月31日

自平成22年
１月１日
至平成22年
12月31日

売上高（千円） 134,735 96,011 507,871

経常損失（△）（千円） △16,212 △37,732△111,932

四半期（当期）純損失（△）（千

円）
△16,693 △38,209△159,046

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） 675,402 775,405 775,405

発行済株式総数（株） 45,887 76,657 76,657

純資産額（千円） 25,758 45,200 83,410

総資産額（千円） 311,826 266,908 320,642

１株当たり純資産額（円） 561.35 589.65 1,088.10

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）（円）　
△363.79 △498.45△3,391.26

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ －　 －　

１株当たり配当額（円）　 － －　 －　

自己資本比率（％） 8.3 16.9 26.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,133 △17,979 △8,228

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△11,905 △12,235 △59,603

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△11,089 △7,800 139,037

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
90,448 147,766 185,782

従業員数　　（人） 43 48 52

　（注）１．売上高には消費税等は含んでおりません。

　　　　２．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については

記載しておりません。

　　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在するものの、第11期第１四半

期累計（会計）期間及び第12期第１四半期累計（会計）期間については、１株当たり四半期純損失であり、

第11期については、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

　　　　４．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

　

EDINET提出書類

クラウドゲート株式会社(E05666)

四半期報告書

 2/25



２【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

  　 

３【関係会社の状況】

当第１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況 

 平成23年３月31日現在

従業員数（人） 　　  48 （７） 

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー、契約社員を含んでおります。）は、当第１四半期会計

期間の平均人員を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　該当事項はありません。

(2）受注状況

　該当事項はありません。

(3）販売実績

　当第１四半期会計期間の販売実績は、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第１四半期会計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

前年同四半期比（％）　

デジタルコンテンツ事業（千円） 96,011 －

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当社は、デジタルコンテンツ事業のみの単一セグメントとなっております。

３．前第１四半期会計期間及び当第１四半期会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販

売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前第１四半期会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

㈱ＮＴＴカードソリューション 25,303　　     19.0 19,093　　     19.9

㈱エムアップ 13,731     10.2 12,218     12.7

三菱ＵＦＪニコス㈱　 － － 10,208 10.6

㈱パクレゼルブ 18,149     13.5 －     －

㈱ディー・エヌ・エー 17,653     13.1 －     －

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　２．㈱パクレゼルブ、㈱ディー・エヌ・エーは、当第１四半期において当該割合が100分の10未満のため記載

を省略しております。

　　　３．三菱ＵＦＪニコス㈱は、前第１四半期会計期間において当該割合が100分の10未満のため記載を省略して

おります。

　

２【事業等のリスク】

（継続企業の前提に関する重要事象等）

  当社は、第１四半期会計期間において、重要な営業損失、経常損失及び四半期純損失を計上いたしました。また、営業

キャッシュ・フローも継続的なマイナスとなっており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状

況（重要事象等）が存在しております。しかしながら、「４　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等の

分析　（６）継続企業の前提に関する重要事象等」に記載のとおり、当該事象又は状況を解消するための対応策をと

り、継続企業の前提に関する重要事象等は解消されるものと判断しております。

　

３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　当第１四半期会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの分析は次のとおりであります。なお、文中の

将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1）経営成績の分析

　　当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善により景気は緩やかに持ち直しの動きがみられるも

のの、原油高の上昇や円高の長期化に加え、平成23年3月11日の東日本大震災により未曾有の被害を受けた影響が懸

念され、景気の先行きについての不透明感はより強いものとなりました。

　　当社の事業を取り巻く環境においては、ソーシャルメディアの普及、インターネット通信端末の機能拡充が進むこ

とにより、多種多様なコンテンツ・サービスの創出が求められております。

　　このような状況のもと、当社は、原点回帰として、デジタルコンテンツ事業に特化いたしました。

　　法人向け業務では、企業からデジタルコンテンツの制作を受託し、アバター、ゲームキャラクターイラスト等の多種

多様なデジタルコンテンツを販売いたしました。制作体制を改善し、業務のマニュアル化や、業務フローの見直しを

進めたことにより、生産管理効率を向上させることができました。しかしながら、東日本大震災により、娯楽等を目

的とするＳＮＳサービス等の事業者においては、新規サービスの導入や広告宣伝をしばらく中止又は延期するなど

の対応を行っておりました。当社においても、既に受託していた制作物について、納品物の変更や延期への対応を行

いました。また、営業活動においても、継続的な余震の発生や震災に伴う電力供給が不安定であったことにより、取

引先及び当社においても当初計画どおりの活動を行うことができませんでした。

　　コンシューマー向け業務では、オンラインゲームの運営とオーダーメイドのイラスト画像等の制作・販売を行って

おります。ゲーム内アイテムの大幅な強化など、ユーザーサービスの拡大に努めた結果、売上高は当初計画に対して

若干下回ったものの、ユーザーの活性化を実現することができました。　

　また、東日本大震災における被災地支援のため、当社運営のオンラインコミュニティー「Catch The Sky地球

SOS」、「舵天照(ダテンショウ)」、「オーダーメイドCOM」において、震災発生の翌週より期間限定のチャリティイ

ベントを実施し、それらに係る収益のすべてを義援金として、日本赤十字社へ寄付させていただきました。

　このような結果、当第１四半期会計期間における業績は、売上高96,011千円（前年同期比28.7％減少)、営業損失

35,181千円（前年同期は営業損失15,028千円）、経常損失37,732千円（前年同期は経常損失16,212千円）、四半期

純損失は38,209千円（前年同期は四半期純損失16,693千円）となりました。

 

(2）財政状態の分析

　当第１四半期会計期間末の総資産は、266,908千円（前期末320,642千円）で前期末比53,733千円減少しました。そ

のうち流動資産は、198,992千円（前期末248,915千円）で前期末比49,922千円減少、固定資産は67,915千円（前期

末71,726千円）で前期末比3,811千円減少となりました。

　これに対する当第１四半期会計期間末の負債合計は、221,707千円（前期末237,231千円）で前期末比15,524千円

減少しました。そのうち流動負債は123,838千円（前期末133,205千円）で前期末比9,366千円減少、固定負債は

97,868千円（前期末104,026千円）で前期末比6,157千円減少となりました。

　当第１四半期会計期間末の純資産は、45,200千円（前期末83,410千円）で前期末比38,209千円減少、自己資本比率

は16.9％となり、１株当たり純資産額は589円65銭となりました。

 

(3）キャッシュ・フローの分析

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は147,766千円となりました。な

お、当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは17,979千円の資金の減少（前年同四半期は1,133千円の減少）となりまし

た。これは主に、売上債権が8,463千円減少したものの、税引前四半期純損失を37,732千円計上したことによるもの

であります。

　　（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　投資活動によるキャッシュ・フローは12,235千円の資金の減少（前年同四半期は11,905千円の減少）となりま

した。これは主に、有形固定資産の取得による支出4,201千円、無形固定資産の取得による支出7,957千円によるも

のであります。

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　財務活動によるキャッシュ・フローは7,800千円の資金の減少（前年同四半期は11,089千円の減少）となりまし

た。これは主に長期借入金の返済による支出6,772千円があったことによるものであります。
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(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあり

ません。

 

(5）研究開発活動

該当事項はありません。

　

(6）継続企業の前提に関する重要事象等

　　　当第１四半期会計期間において、重要な営業損失、経常損失及び四半期純損失を計上いたしました。また、営業キャッ

シュ・フローも継続的なマイナスとなっており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

（重要事象等）が存在しております。

　　　当該重要事象等を解消し、または改善する為の対応策といたしましては、大型の協業案件の獲得及び新規事業開発の

迅速化に注力することで収益力の向上を図り、販売管理費についても再度徹底した見直しにより削減を図ることで

営業利益の改善に努める所存でおります。さらに、当社では可能な限り顧客の要望に応えるべく、制作業務の効率化

をより一層進め、商品クオリティと価格競争力の強化を継続的に行ってまいります。また、ＳＮＳサービス利用者が

利用する携帯端末も、多機能端末であるスマートフォンに急速にシフトしており、多様なデバイスに対応するための

技術力の強化を進めてまいります。

　　　　以上により、継続企業の前提に関する重要事象等は解消されるものと判断しております。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期会計期間において、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除

却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 156,880

計 156,880

②【発行済株式】　

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成23年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年5月16日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 76,657 76,657
札幌証券取引所

（アンビシャス市場）

当社は単元株

制度は採用して

おりません

計 76,657 76,657 － －　

　　

（２）【新株予約権等の状況】

　会社法第236条、第238条、第239条に基づき平成18年10月５日に発行する新株予約権は、次のとおりであります。

　平成18年５月９日臨時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）

新株予約権の数（個） 95

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 95

新株予約権の行使時の払込金額（円） 80,000

新株予約権の行使期間
自　平成20年６月１日

至　平成27年４月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　80,000

資本組入額　　40,000

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時において当社の役員又は

従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了に

よる退任、定年退職その他正当な理由のある場合とし

て当社取締役会が認めた場合にはこの限りではない。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使

できないものとする。

③その他の権利行使の条件については、当社と新株予約

権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定

めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
権利の譲渡、質権の設定及びその他の処分は認めないも

のとする。

代用払い込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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　（注）１．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式数を調整するもの

とする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式数

について行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

　　　　　　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　　　　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは

吸収分割を行う場合、当社は必要と認められる株式数の調整を行う。

　　　　２．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

また、当社が新株予約権発行後に、時価を下回る金額で新株の発行又は自己株式の処分（時価発行として行

う公募増資、新株予約権の行使による株式の発行の場合を除く。）を行う場合は、次の算式により払込金額は

調整され、調整に生ずる１円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社

の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。

    
既発行株式数＋

新規発行又は処分株式数×１株あたり払込金額又は譲渡価額

調 整 後

払込金額
＝
調 整 前

払込金額
×

１株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行又は処分株式数

上記の他、新株予約権発行後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その

他これらの場合に準じ、払込金額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、払込金額は適切に

調整されるものとする。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成23年１月１日～

平成23年３月31日　
－ 76,657 － 775,405 － 344,405

  

（６）【大株主の状況】

　　当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。 
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成22年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

　①【発行済株式】

 平成23年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 　－ － －

議決権制限株式（自己株式等） 　－ － －

議決権制限株式（その他） 　－  －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　76,657        76,657    －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数        76,657      － －

総株主の議決権 －          76,657      －

　

　②【自己株式等】

該当事項はありません。
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成23年
１月

２月 ３月

最高（円） 7,060 6,100 6,390

最低（円） 3,655 4,185 2,890

　（注）最高・最低株価は、札幌証券取引所アンビシャス市場におけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期会計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）及び前第１四半期累計期間（平成22

年１月１日から平成22年３月31日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第１四半期会計期間（平成

23年１月１日から平成23年３月31日まで）及び当第１四半期累計期間（平成23年１月１日から平成23年３月31日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期会計期間（平成22年１月１日から平成22

年３月31日まで）及び前第１四半期累計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）に係る四半期財務諸

表並びに当第１四半期会計期間（平成23年１月１日から平成23年３月31日まで）及び当第１四半期累計期間（平成

23年１月１日から平成23年３月31日まで）に係る四半期財務諸表について、監査法人ハイビスカスによる四半期レ

ビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成23年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 147,766 185,782

売掛金 44,839 53,303

商品及び製品 43 45

原材料及び貯蔵品 840 840

その他 7,155 10,336

貸倒引当金 △1,653 △1,392

流動資産合計 198,992 248,915

固定資産

有形固定資産 ※1
 10,985

※1
 7,460

無形固定資産

ソフトウエア 9,207 10,148

コンテンツ 35,860 39,556

その他 395 395

無形固定資産合計 45,463 50,100

投資その他の資産 ※2
 11,467 14,165

固定資産合計 67,915 71,726

資産合計 266,908 320,642

負債の部

流動負債

株主、役員又は従業員からの短期借入金 70,000 70,000

1年内返済予定の長期借入金 18,623 20,316

未払法人税等 1,054 3,255

その他 34,161 39,633

流動負債合計 123,838 133,205

固定負債

長期借入金 94,948 100,027

その他 2,920 3,999

固定負債合計 97,868 104,026

負債合計 221,707 237,231

純資産の部

株主資本

資本金 775,405 775,405

資本剰余金 344,719 344,719

資本準備金 344,405 344,405

その他資本剰余金 314 314

利益剰余金 △1,074,923 △1,036,713

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,074,923 △1,036,713

株主資本合計 45,200 83,410

純資産合計 45,200 83,410

負債純資産合計 266,908 320,642
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年３月31日)

売上高 134,735 96,011

売上原価 61,364 40,171

売上総利益 73,371 55,839

販売費及び一般管理費 ※
 88,399

※
 91,021

営業損失（△） △15,028 △35,181

営業外収益

受取利息 29 10

その他 9 37

営業外収益合計 39 47

営業外費用

貸倒引当金繰入額 － 785

支払利息 1,221 882

長期前払費用償却 － 666

その他 2 264

営業外費用合計 1,223 2,598

経常損失（△） △16,212 △37,732

税引前四半期純損失（△） △16,212 △37,732

法人税、住民税及び事業税 480 477

法人税等合計 480 477

四半期純損失（△） △16,693 △38,209
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △16,212 △37,732

減価償却費 11,142 1,617

コンテンツ償却費 12,301 10,767

著作権利用許諾使用料 638 80

貸倒引当金の増減額（△は減少） △173 1,045

受取利息及び受取配当金 △29 △10

支払利息 1,221 882

長期前払費用償却 － 666

売上債権の増減額（△は増加） △4,015 8,463

たな卸資産の増減額（△は増加） 11 1

外注未払金の増減額（△は減少） 3,478 △3,070

未払金の増減額（△は減少） △3,177 923

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,074 3,279

その他の流動負債の増減額（△は減少） △5,333 △4,473

未収消費税等の増減額（△は増加） － 1,311

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,617 1,206

小計 △2,839 △15,040

利息及び配当金の受取額 29 10

利息の支払額 △1,451 △1,049

法人税等の支払額 3,127 △1,900

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,133 △17,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 － △4,201

無形固定資産の取得による支出 △11,438 △7,957

長期前払費用の取得による支出 △1,000 △1,000

貸付けによる支出 △240 －

貸付金の回収による収入 772 923

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,905 △12,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △10,108 △6,772

リース債務の返済による支出 △981 △1,028

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,089 △7,800

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △24,128 △38,015

現金及び現金同等物の期首残高 114,576 185,782

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 90,448

※
 147,766
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　 　当第１四半期会計期間

（自　平成23年１月１日

　　至　平成23年３月31日）　

会計処理基準に関する事項の変更 資産除去債務に関する会計基準の適用

　当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会

計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用してお

ります。

　これによる営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失

に与える影響はありません。

　
【表示方法の変更】

　　　当第１四半期会計期間（自　平成23年１月１日　至　平成23年３月31日）

　　　　該当事項はありません。
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【簡便な会計処理】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

１．棚卸資産の評価方法　 　当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前

事業年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法に

よっております。　

２．固定資産の減価償却費の算定方法　 　定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算定する方法によっております。　

３．一般債権の貸倒見積高の算定方法　 　当第１四半期会計期間末の貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著

しい変化がないと認められるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して

貸倒見積高を算定しております。

　
【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　  　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成23年３月31日）

前事業年度末
（平成22年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、42,731千円であり

ます。

※２　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

　　　　投資その他の資産　　　　　　　1,570 千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、42,054千円であり

ます。

──────

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給与 33,500千円

　     　

 

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給与 40,792千円

貸倒引当金繰入額　 484　

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

　（平成22年３月31日現在）

　 現金及び預金勘定 90,448千円

　 現金及び現金同等物 90,448

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

　（平成23年３月31日現在）

　 現金及び預金勘定 147,766千円

　 現金及び現金同等物 147,766

（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成23年３月31日）及び当第１四半期累計期間（自　平成23年１月１日　至　平成23年

３月31日）

　１．発行済株式の種類及び総数

 　普通株式　　76,657株　

　２．自己株式の種類及び株式数

 　該当事項はありません。　　

　３．新株予約権等に関する事項

　　 該当事項はありません。

　４．配当に関する事項

 　該当事項はありません。　

　５．株主資本の金額の著しい変動　

　　該当事項はありません。

　

（金融商品関係）

当第１四半期会計期間末（平成23年３月31日）

　金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

　

（有価証券関係）

　当第１四半期会計期間末(平成23年３月31日)

　　該当事項はありません。　

　

（デリバティブ取引関係）

　当第１四半期会計期間末（平成23年３月31日）

該当事項はありません。

 

（持分法損益等）

　　　　当第１四半期会計期間（自　平成23年１月１日　至　平成23年３月31日）

　　　　　該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自　平成23年１月１日　至　平成23年３月31日）

　該当事項はありません。

　

（資産除去債務関係）

　　　　当第１四半期会計期間末（平成23年３月31日）

　　　　　　当社は、本社及び札幌オフィスの不動産賃貸借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有

していますが、当該債務に関連する賃貸資産の使用期間が明確でなく、将来本社及び札幌オフィスを移転する

予定も無いことから、資産除去債務を合理的に見積ることができないため、当該債務に見合う資産除去債務を

計上しておりません。　

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、デジタルコンテンツ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(追加情報)

　当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号　平成21年３

月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号　平成20

年３月21日)を適用しております。

　　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成23年３月31日）

前事業年度末
（平成22年12月31日）

１株当たり純資産額 589.65　円 １株当たり純資産額 1,088.10円

２．１株当たり四半期純損失金額等

前第１四半期累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

１株当たり四半期純損失金額 △363.79円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

１株当たり四半期純損失金額 △498.45円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

　（注）１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

四半期純損失（△）（千円） △16,693 △38,209

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る四半期純損失（△）（千円） △16,693 △38,209

期中平均株式数（株） 45,887 76,657

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前事業年度末から重要な変動があった

ものの概要　

―　 ―　

（リース取引関係）

　前事業年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。 
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（重要な後発事象）

　　　  新株予約権の発行

　　      当社は、平成23 年４月12 日開催の当社取締役会において、下記のとおり「第２回新株予約権」及び「第３回新

株予約権」を発行することを決議し、以下のとおり発行しております。

　

　　　① 第２回新株予約権

　 第２回新株予約権

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員　47名

株式の種類及び付与数（注） 普通株式　3,459株

付与日 平成23年４月27日

権利確定条件 ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役または

従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な事由が

あると認めた場合はこの限りではない。

② 行使期間別の行使可能新株予約権数を以下のとおりとする。新

株予約権者は、付与された新株予約権を、次の各号に掲げる期

間の区分に従い、既に行使した新株予約権を含めて当該各号に

掲げる割合の限度において行使することができる。この場合に

おいて、新株予約権者が行使することができる新株予約権の数

が１の整数倍でないときには、１の整数倍に切り捨てた数とす

る。

イ．割当日の翌日から２年を経過した日（以下「起算日」とい

う。）から１年を経過した日までは、権利を付与された新株予

約権の数の25％に達するまで権利を行使することができる。

ロ．起算日から２年を経過した日までは、権利を付与された新株

予約権の数の50％に達するまで権利を行使することができる。

ハ．起算日から３年を経過した日までは、権利を付与された新株

予約権の数の75％に達するまで権利を行使することができる。

ニ．起算日から３年を経過した日から、本新株予約権の終期まで

は、権利を付与された新株予約権の数のすべてについて権利を

行使することができる。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時

点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当

該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権の一部行使はできない。

⑥ 新株予約権者と当社との間で締結する新株予約権割当契約に

違反した場合には行使できないものとする。

対象勤務期間 自　平成23年４月28日　至　平成25年４月27日

権利行使期間 自　平成25年４月28日　至　平成32年４月27日

権利行使価額（円） 4,000

付与日における公正な評価単価（円） 2,081

　　　　(注)株式数に換算して記載しております。
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　　　② 第３回新株予約権

　 第３回新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社の取締役及び監査役　５名

当社の従業員　６名

株式の種類及び付与数（注） 普通株式　4,492株

付与日 平成23年４月27日

権利確定条件 ① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に

札幌証券取引所アンビシャス市場における当社普通株式の終

値が一度でも基準価格に50％を乗じた価格を下回った場合、新

株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満

期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に

掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合

(b) 当社が法令や札幌証券取引所の規則に従って開示すべき重要

な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合

(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権

発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた

場合

(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的

に認められる行為をなした場合

② 新株予約権者は、権利行使日の前日の終値が基準価格を超過す

る場合は、権利行使日時点において、当社の役員または従業員

の地位を有する限り、以下の条件を達成した場合に、以下に相

当する各割当数の一部または全部を行使することができるも

のとする。

(a) 行使期間内に終了する四半期決算または年度決算において四

半期会計期間の営業利益の金額（年度決算においては年度の

営業利益から当該事業年度の第３四半期累計期間の営業利益

を控除した金額とする。）が25 百万円以上となった場合に各

対象者に割り当てられた本新株予約権の個数の２分の１に相

当する個数の本新株予約権

(b) 上記（a）に係わらず行使期間内に終了する四半期決算また

は年度決算において四半期会計期間の営業利益の金額（年度

決算においては年度の営業利益から当該事業年度の第３四半

期累計期間の営業利益を控除した金額とする。）が60 百万円

以上となった場合に各対象者に割り当てられた本新株予約権

の個数の全てに相当する個数の本新株予約権

③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時

点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当

該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④ 各本新株予約権の一部行使はできない。

対象勤務期間 自　平成23 年４月28 日　至　平成28 年４月27 日

権利行使期間 自　平成23 年４月28 日　至　平成28 年４月27 日

権利行使価額（円） 4,000

付与日における公正な評価単価(円) 24

　　　　(注)株式数に換算して記載しております。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年５月12日

株式会社テラネッツ　

取締役会　御中

監査法人ハイビスカス

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 藤原　一範　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 北澤　元宏　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社テラネッツ

の平成22年１月１日から平成22年12月31日までの第11期事業年度の第１四半期累計期間（平成22年１月１日から平成22年

３月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社テラネッツの平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年５月13日

クラウドゲート株式会社

（旧会社名　株式会社テラネッツ）　

取締役会　御中

監査法人ハイビスカス

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 藤原　一範　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 北澤　元宏　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているクラウドゲート株式

会社（旧会社名　株式会社テラネッツ）の平成23年１月１日から平成23年12月31日までの第12期事業年度の第１四半期会

計期間（平成23年１月１日から平成23年３月31日まで）及び第１四半期累計期間（平成23年１月１日から平成23年３月31

日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書に

ついて四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、クラウドゲート株式会社（旧会社名　株式会社テラネッツ）の平成23年３月31日現

在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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